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(
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○
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県
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会
事
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程
の
一
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を
改
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訓
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を
改
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る
訓
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(
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業
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市

建
設
事
業
団)

…
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規

則

青
森
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
則

(

平
成
七
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
九
十
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中

｢先
物
取
引
の
事
業
・
雑
所
得
｣

を

｢先
物
取
引
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得
｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
九
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

部
長｣

の
下
に

｢

、
観
光
国
際
戦
略
局
長｣

を
、

｢

及
び
本
庁｣

の

下
に

｢

の
部
、
観
光
国
際
戦
略
局
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
及
び
出
納
局｣

を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
県
土
整
備
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第
六
条
県
土
整
備
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

観
光
国
際
戦
略
部

部
等
設
置
条
例
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
観
光
国
際
戦
略
局
の
事
務
分
掌
の
う
ち
災
害
に

関
連
す
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
部
の
項
中｢

第
二
条
第
八
号｣

を｢

第
二
条
第
九
号｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中

｢
監
理
課｣

の
下
に

｢

、
観
光
企
画
課｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
六
号

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
十
一
月
青
森

県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

す
べ
て｣

を

｢

全
て｣

に
、

｢

第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
三
号
イ
�
に
規

定
す
る
応
益
割
合
又
は
同
法
第
七
百
三
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る｣

を

｢

第
二
十
九
条
の
七
第
二

項
第
二
号
の
被
保
険
者
均
等
割
総
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
総
額
の
合
算
額
の
同
項
第
一
号
に
規
定
す

る
基
礎
賦
課
総
額
に
対
す
る
割
合
又
は
同
法
第
七
百
三
条
の
四
第
四
項
の
被
保
険
者
均
等
割
総
額
及

び
世
帯
別
平
等
割
総
額
の
合
算
額
の
被
保
険
者
に
係
る
同
条
第
五
項
の
基
礎
課
税
額
の
総
額
に
対
す

る｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

四
十
七
万
円｣

を

｢

五
十
万
円｣

に
、

｢470,000円
｣

を

｢500,

000円
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平

成
二
十
二
年
度
分
の
県
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
九
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

文
書
の
取
扱
い
の
原
則)

第
三
条

職
員
は
、
県
と
し
て
行
わ
れ
る
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に
事
務
及
び

事
業
の
実
績
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
処
理
に
係
る
事
案
が

軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

職
員
は
、
事
務
が
円
滑
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
文
書
を
正
確
か
つ
迅
速
に
取
り
扱
い
、

常
に
そ
の
処
理
経
過
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
第
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号

を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

観
光
国
際
戦
略
局
長
印

第
十
三
条
の
表
中

｢

除
く
。)

｣

の
下
に

｢

、
観
光
国
際
戦
略
局
長
印｣

を
加
え
、

｢

、
第
十
六

条
の
二｣

を

｢

か
ら
第
十
六
条
の
三
ま
で｣

に
改
め
、
観
光
局
長
印
の
項
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
ア
中

｢

掲
げ
る
者
あ
て｣

を

｢

掲
げ
る
者
宛｣

に
改
め
、
同
ア

�
及
び
�
中

｢

あ
て｣

を

｢
宛｣

に
改
め
、
同
ア
�
中

｢

部
長

(｣

の
下
に

｢

観
光
国
際
戦
略
局
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光
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( )

長
、｣

を
加
え
、

｢

を
除
く｣

を

｢

及
び
県
境
再
生
対
策
室
次
長
を
除
く｣

に
改
め
、
同
ア
�
を
削

り
、
同
ア
�
中｢

あ
て｣

を｢

宛｣

に
改
め
、
同
�
を
同
ア
�
と
し
、
同
ア
�
中｢

あ
て｣

を｢

宛｣
に
改
め
、
同
�
を
同
ア
�
と
し
、
同
号
イ
中｢

�｣

を｢

�｣

に
、｢

あ
て｣

を｢

宛｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中

｢

部
長

(｣

の
下
に

｢

観
光
国
際
戦
略
局
長
、｣

を
加
え
、

｢

、
観
光
局
長｣

を

削
る
。

別
表
第
一
の
２
の
表
中

｢
｣

を

｢

に
改
め
、

｢
｣

を
削
る
。

｣

別
表
第
二
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢
を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
三
中
青
森
県
鉄
道
管
理
事
務
所
の
項
、
青
森
県
北
海
道
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
青
森
県

立
美
術
館
の
項
を
削
り
、
青
森
空
港
管
理
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
企
画
政
策
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣
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部
長

印
２
４

部
長

印

観
光
国
際
戦
略
局
長
印

２
４

２
４

商
工
労
働
部
観
光
局
長
印
２
４

新
幹
線
・
交
通
政
策
課
青
新
交

交
通

政
策

課
青
交

並
行
在
来
線
対
策
室
青
並
在

青
い
森
鉄
道
対
策
室
青
鉄
対

健
康

福
祉

政
策

課
青
健
福

が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課

健
康

福
祉

政
策

課

青
が
生

青
健
福

観光局 労
政
・
能
力
開
発
課

国
際

交
流

推
進

課

新
幹
線
交
流
推
進
課

観
光

企
画

課

青
新
推

青
観

青
労
能

青
国
交

労
政
・
能
力
開
発
課
青
労
能

高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
課
青
高
津

観
戦

光
略

国
局

際
ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
チ
ー
ム

国
際

経
済

課

観
光

交
流

推
進

課

観
光

企
画

課

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
チ
ー
ム

高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
課

青
ま
る

青
国
経

青
観
推

青
観

青
セ

青
高
津

青
森

県
立

美
術

館
青
美

新
幹
線
・
交
通
政
策
班

新
幹
線
・
交
通
政
策
課
長

交
通
政
策
班

交
通
政
策
課
長



( )
｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

健
康
福
祉
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表

｣

商
工
労
働
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
の
県
土
整
備
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
条
防
災
消
防
班
の
項
第
三
号
中｢

防
災
行
政
用
無
線
電
話｣

を｢

防
災
行
政
用
情
報
通
信
網｣

に
改
め
、
同
条
新
幹
線
・
交
通
政
策
班
の
項
中

｢

新
幹
線
・
交
通
政
策
班｣

を

｢

交
通
政
策
班｣

に

改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

並
行
在
来
線
対
策
班｣

を

｢

青
い
森
鉄
道
対
策
班｣

に
改
め
、
同
条
並
行

在
来
線
対
策
班
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
い
森
鉄
道
対
策
班

一

青
い
森
鉄
道
線
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
健
康
福
祉
政
策
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
班

一

災
害
救
助
の
実
施
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
国
際
交
流
推
進
班
の
項
、
観
光
企
画
班
の
項
及
び
新
幹
線
交
流
推
進
班
の
項
を
削
り
、
同

条
高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

観
光
企
画
班

一

観
光
国
際
戦
略
部
分
掌
事
務
に
係
る
災
害
情
報
収
集
及
び
被
害
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

観
光
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

観
光
交
流
推
進
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

国
際
経
済
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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並
行
在
来
線
対
策
班

並
行
在
来
線
対
策
室
長

青
い
森
鉄
道
対
策
班

青
い
森
鉄
道
対
策
室
長

健
康
福
祉
政
策
班

健
康
福
祉
政
策
課
長

が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
班

健
康
福
祉
政
策
班

が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課
長

健
康
福
祉
政
策
課
長

新
幹
線
交
流
推
進
班

観
光
企
画
班

労
政
・
能
力
開
発
班

国
際
交
流
推
進
班

新
幹
線
交
流
推
進
課
長

観
光
企
画
課
長

労
政
・
能
力
開
発
課
長

国
際
交
流
推
進
課
長

労
政
・
能
力
開
発
班

労
政
・
能
力
開
発
課
長

高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
班

高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
課
長

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
班

高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
班

青
い
森
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー

高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
課
長

観
光
企
画
班

観
光
企
画
課
長

観
光
国
際
戦

略
部

観
光
交
流
推
進
班

観
光
交
流
推
進
課
長

国
際
経
済
班

国
際
経
済
課
長

ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
班

ま
る
ご
と
あ
お
も
り
情
報
発
信
チ
ー

ム
リ
ー
ダ
ー



( )

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
化
観
光
振
興
連
絡
会
議
規
程

(

昭
和
五
十
四
年
七
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

商
工
労
働
部
長｣

を

｢

観
光
国
際
戦
略
局
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

｢
観
光
局
長
、
観
光
企
画
課
担
当
の
商
工
労
働
部
次
長｣

を

｢

観
光
国
際
戦
略
局
次

長｣

に
、

｢

新
幹
線
・
交
通
政
策
課
長｣

を

｢

交
通
政
策
課
長｣

に
改
め
、

｢

、
国
際
交
流
推
進
課

長｣

及
び

｢

、
観
光
企
画
課
長
、
新
幹
線
交
流
推
進
課
長｣

を
削
り
、

｢

高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム

対
策
課
長｣

の
下
に

｢

、
観
光
企
画
課
長
、
観
光
交
流
推
進
課
長
、
国
際
経
済
課
長
、
ま
る
ご
と
あ

お
も
り
情
報
発
信
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
中

｢

警
務
課
長｣

を

｢
総
務
事
務
推
進
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
六

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
の
第
六
条
中

｢き
損
｣

を

｢毀
損
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
第
九
条
中

｢年
3.3パ

ー

セ
ン
ト
｣

を

｢年
3.1パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
第
十
一
条
第
一
項
中

｢一
に
｣

を

｢い

ず
れ
か
に
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議

会

青
森
県
議
会
告
示
第
二
号

青
森
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
議
会
議
長

長

尾

忠

行

青
森
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程

(

平
成
七
年
十
二
月
青
森
県
議
会
告
示
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中

｢先
物
取
引
の
事
業
・
雑
所
得
｣

を

｢先
物
取
引
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得
｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
訓
令
第
一
号

議
会
事
務
局
職
員
一
般

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
議
会
議
長

長

尾

忠

行

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程

(

昭
和
四
十
七
年
三
月
青
森
県
議
会
訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢
及
び
室｣

を
削
り
、
同
条
中

｢

及
び
室｣

及
び

｢

図
書
室｣

を
削
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

第
三
条
の
見
出
し
中

｢

及
び
室｣

を
削
り
、
同
条
中

｢

及
び
室｣

を
削
り
、
同
条
の
総
務
課
の
項

の
第
十
五
号
中

｢

又
は
室｣

を
削
り
、
同
条
の
議
事
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号

と
し
、
同
条
の
調
査
課
の
項
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

七

全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
及
び
北
海
道
・
東
北
六
県
議
会
議
長
会
に
関
す
る
こ
と
。

八

図
書
及
び
資
料
の
収
集
、
整
理
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

九

図
書
及
び
資
料
の
閲
覧
及
び
貸
出
に
関
す
る
こ
と
。

十

図
書
及
び
資
料
の
参
考
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

図
書
室
運
営
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

議
会
史
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
図
書
室
の
項
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

、
室
に
室
長｣
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

｢

及
び
室｣

を
削
り
、
同
条
第
四

項
中

｢

主
事｣

の
下
に

｢

、
専
門
員｣

を
加
え
、
同
条
第
五
項
中

｢

、
室
長｣

を
削
り
、

｢

及
び
主

事｣

を

｢

、
主
事
及
び
専
門
員｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中

｢

及
び
室
長｣

を
削
り
、

｢
及
び
室
の｣

を

｢

の｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

又
は
室｣

を
削
り
、
同
条
第
七
項
中

｢

又
は
室
長｣
を
削
り
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と

し
、
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

10

専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又
は
能
力
に
応
じ
た
事
務
に
従
事
す

る
。

第
七
条
の
見
出
し
中

｢

等｣

を
削
り
、
同
条
中

｢

及
び
室
長｣

を
削
る
。

第
八
条
第
二
項
中

｢

又
は
室
長｣

を
削
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中

｢

等｣

を
削
り
、
同
条
中

｢

又
は
室
長｣

を
削
る
。

第
十
二
条
中

｢

又
は
室
長｣

を
削
る
。

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
中

｢

又
は
室｣

を
削
る
。

別
表
第
一
各
課

(

室)

長
共
通
の
項
中

｢

各
課

(

室)

長
共
通｣

を

｢

各
課
長
共
通｣

に
改
め
、

同
項
の
二
中

｢

、
室
長｣

を
削
り
、
同
表
調
査
課
長
の
項
に
次
の
一
を
加
え
る
。

三

図
書

(

持
出
禁
止
の
も
の
を
除
く)

及
び
資
料
の
貸
出
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
図
書
室
長
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

青
森
県
事
業
団
訓
令
甲
第
一
号

庁

中

一

般

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
組
織
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
五
月
青
森
県
事
業
団
訓
令
甲
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中

｢

、
総
括
主
査｣

を
削
り
、

｢

技
師｣

の
下
に

｢

、
専
門
員｣

を
加
え
、
同
条

中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、

第
九
項
を
削
り
、
第
十
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

10

専
門
員
は
、
培
わ
れ
た
知
識
、
経
験
又
は
能
力
に
応
じ
た
事
務
又
は
技
術
に
従
事
す
る
。

第
七
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
一
項
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

非
常
勤
職
員

第
八
条
第
二
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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